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『Ｈ２８年度税制改正大綱（３）役員給与の取扱いを柔軟に』 
 

 本改正では、２７年度に着手した成長志向の法人税改革をさらに推進するため、以下の措置が講じら

れる見込みとなった。  

【建物付属設備・構築物の償却方法】本年４月１日以降に取得するものについて定率法から定額法に

改める。鉱業用のこれら資産に関しては、定額法又は生産高比例法とする【役員給与に係る税制】経営

陣に対し、業績向上へのインセンティブを付与し「攻めの経営」を促すため、 １）一定の譲渡制限付株

式による給与について事前確定の届出を不要とする ２）利益連動給与の算定指標にＲＯＥ（自己資本

利益率）ほか利益に関連する指標を含めることを明確化する  

【少額減価償却資産に関する特例】中小企業者等の少額特例について、常時使用する従業員数が千

人を超える法人を対象から外したうえ、適用期限を２年延長する【交際費等に関する措置】交際費等の

損金不算入制度、並びに接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の

適用期限をそれぞれ２年延長する【雇用促進税制】適用の基礎を、地域雇用開発促進法の同意雇用

開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数に限定したうえ、適

用期限を２年延長する（地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置を除く） 

 

『まち一体となった取組が必要 空き地・空き店舗の利活用促進』 
  

 日本商工会議所は「空き地・空き店舗の利活用促進に関する研究会報告書～地方創生の基盤とな

る『まち』の活性化に向けて～」と題する報告書を公表。空き地・空き店舗の利活用を促進するには、地

域のステークホルダー（商工会議所、事業者、市民、行政等）が空き地・空き店舗の利活用を含むまち

づくり・中心市街地活性化のコンセプトを策定し、行政・商工会議所・事業者等が一

体となってその実現に向けた取り組みを実行する体制（まちづくり会社等）を整備

することが必要だと提言した。また、空き地・空き店舗の利活用促進に向け、「コスト

要因（固定資産税、賃料、解体・改修費用等の負担）」「地権者要因（所有者情報の

明確化、不明・不在所有者への対応）」「その他の要因（中心市街地のニーズ低下

等）」のボトルネックを解消するための仕組みも必要だと指摘。まちづくり会社が空き

店舗対策をトータルで実施している福岡県飯塚市など利活用に成功した全国の５事例を紹介。ボトル

ネック解消のために必要な対応として、▽老朽店舗の解体・更地化に係る助成制度の創

設▽空き地・空き店舗を利活用した所有者への税制優遇措置の創設▽地籍整備の促

進による土地基盤情報の明確化▽登記制度の活用促進による土地・建物の所有者情報

の明確化―の４つを訴えた。 
                          

               出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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